
平成 25 年 4 月 26 日 

総 務 省 

 

平成 25 年度総務省行政事業レビュー行動計画 

 

１．基本的な考え方 

行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）は、各府省自らが、自律的に、概算要求前

の段階において、原則全ての事業について、予算が最終的にどこに渡り（支出先）、何に使

われたのか（使途）といった実態を把握し、これを国民に明らかにした上で、外部の視点も

活用しながら、過程を公開しつつ事業の内容や効果の点検を行い、その結果を予算の概

算要求や執行等に反映させる取組である。 

また、レビューは、行政の無駄の削減のみを目的とするものではなく、事業の効果的、効

率的な実施を通じ質の高い行政を実現するとともに、国の行政の透明性を高め、国民への

説明責任を果たすために実施するものである。 

以上を踏まえ、総務省においては、「今後の行政事業レビューの実施等について」（平成

25年 4月 2日行政改革推進会議とりまとめ）等に定める手続きによりレビューに係る取組を

進める他、本行動計画によって定める取組体制及びスケジュール等により、平成 25 年度

のレビューを実施する。 

 

２．レビューの取組体制 

（１） 構成員 

① レビューは、以下の構成員によって構成する総務省行政事業レビュー推進チーム

（以下「チーム」という。）が実施する。 

統括責任者：大臣官房長 

副統括責任者：官房会計課長及び政策評価広報課長 

メンバー：各局総務課長等 

その他、チームが必要と認めたときは、上記以外の者を参画させることができる。 

② チームの下に事務局を置き、チームの運営に関する事務を担当させる。 

③ 事務局長は、大臣官房長とし、事務を総括整理する。事務局次長は、大臣官房会計

課長及び大臣官房政策評価広報課長とし、事務を整理する 

（２） チームの取組 

    チームは、以下の取組を行うものとする。 

① 事業所管部局による行政事業レビューシート（以下「レビューシート」という。）の適切

な記入及び厳格な自己点検の指導 
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② 外部有識者の指名 

③ 外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点検結果の聴取 

④ 外部有識者による公開の場での点検（以下「公開プロセス」という。）の対象となる事

業の選定及び点検結果の聴取 

⑤ ①、③及び④を踏まえた事業の厳しい点検（サマーレビュー）及び点検結果（所見）

の取りまとめ 

⑥ チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検 

⑦ 総務省全体の概算要求への反映状況の確認及び取りまとめ 

⑧ レビューは総務省自らが、自律的に実施する取組であることに鑑み、チームは、上

記で示した取組に加えて、自主的かつ不断に創意工夫を重ねながら、レビューの実

効性向上のための取組を積極的に行うものとする。 

 

３．取組の進め方 

本行動計画に定めるものの他、「今後の行政事業レビューの実施等について」（平成 25

年 4月 2日行政改革推進会議とりまとめ）等に定める手続きによりレビューに係る取組を進

めるものとする。 

 

４．スケジュール 

 別紙のとおりとする。 
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平成 25 年度総務省行政事業レビュー想定スケジュール 

 

実施時期 実施内容 

4 月 下旬 

・平成 25 年度総務省行政事業レビュー行動計画の公表 

・事業単位の整理 

・外部有識者の点検を受ける事業の選定 

・公開プロセス対象事業候補の選定 

5 月 

上旬 ・レビューシートの作成開始 

中旬 ・外部有識者会合の開催（事業の効率的・効果的な点検のための調整） 

下旬 ・レビューシートの中間公表（公開プロセス対象事業に限る。） 

6 月 

上旬 

～ 

中旬 

・公開プロセスの実施 

・公開プロセスによる点検結果の聴取 

下旬 ・レビューシートの中間公表（公開プロセス対象事業以外。） 

・外部有識者によるレビューシートの点検（特定事業に限る。） 

・外部有識者からの点検結果の聴取 

7 月 

上旬 

中旬 ・チームによるレビューシートの点検（サマーレビュー）及び点検結果の取り

まとめ 

・チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検 下旬 

8 月 

上旬 

～ 

中旬 

・レビューの外部有識者会合と、政策評価に関する外部の有識者によって

構成される同種の会合の合同開催 

・総務省行政事業レビュー推進チームの開催（平成 26 年度予算概算要求

への反映結果の確認） 

下旬 ・平成 26 年度予算概算要求の提出 

9 月 

上旬 ・レビューシート最終版（H26 新規要求事業以外）の公表 

中旬 ・レビューシート最終版（H26 新規要求事業）の公表 

下旬 
・外部有識者会合の開催（レビューの取組を踏まえた、翌年度以降の取組

に向けた改善点に関する意見の提出） 

 

 

【別紙】 
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